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令和５年度第１回 

富田林市都市計画審議会 

報告案件一覧表 

 

 
報告 

番号 
案   件   名 頁 

１ 南部大阪都市計画伏山二・三丁目地区地区計画について １ 

 



■提 案 日 ：令和５年２月３日

■提 案 者 ：株式会社エコヴィエント

■場 所：伏山二丁目・三丁目地内

■区域面積：約１１.0ha

■建物用途：住宅３３５戸

■建築物に係る制限

・敷地面積：150㎡以上

・容 積 率 ：100％

・建ぺい率：50％

・外壁後退：1ｍ

・高さ制限：10ｍ以下

提案内容について（概要）

報告１ 南部大阪都市計画伏山二・三丁目地区地区計画について

※建築物の形態は、周辺用途地域と同様となるような規定を設け、

良好な市街地形成を図る計画とします。



理 由

• 本地区は、平成31年3月改定の「富田林市都市計画マスター
プラン」における「土地利用調整エリア」であり、かつ「富田
林市総合ビジョンおよび総合基本計画」の土地利用構想では「
市街地ゾーン」として位置づけされている地区である。

•南海高野線の金剛駅と滝谷駅の中間に位置し、利便性が高い
地域であることから、周囲の既存集落地や耕作地の環境に配慮
した都市的土地利用と自然的土地利用の調和を図り、地域のま
ちづくりに寄与できる良好な市街地形成を図るため、地区計画
を決定するものである。

提案内容について（提案理由）
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提案内容について（土地利用計画図）

計画区域

住宅地

道路

公園

緑地

調整池
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協議経過について（地元説明）

・令和３年４月から、周辺の自治会等を対象に、延べ1５回説明を実施

主なご意見・質問 事業者の対応

①
区域内の雨水処理に関すること。 区域内に調整池を整備し雨水流

出抑制を図る。

②
農業用水の確保に関すること。 水利組合及び農地所有者と協議

し農業用水の確保を図る。

③
金剛伏山台１号公園の一部移設に関するこ
と。

金剛伏山台１号公園の移設を伴
わない計画に変更

④

交通量の増加に伴う、生活環境の悪化に関
すること。

交通量調査を実施し、寺池台小
学校前交差点の一部改修を検討

⑤

市道金剛伏山2号線の整備に関すること。 区域内の市道金剛伏山2号線につ
いて道路線形を変更



：地元説明会を実施した自治会等
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前回審議会でのご意見について

ご意見 回答

提案者のエコヴィエントの
事業内容について

商号：株式会社エコヴィエント
本店：大阪狭山市茱萸木五丁目507番地の1
設立：平成30年1月11日
目的：不動産の管理、分譲、賃貸、売買、仲介、

保有及び運用、都市開発、地域開発、
宅地造成等の事業に関するコンサルティング業務

資本金の額：金500万円
代表取締役：入江 加奈子

A・B・C地点のその後の
検討について

①各地点の交通量調査について
→４、５、６ページ参照

②各地点周辺の整備について
A地点→寺池台小学校前交差点（６ページ参照）
B地点→市道金剛伏山2号線（７ページ参照）
C地点→金剛12号踏切（８、９ページ参照）



各地点の交通量調査について

令和５年開通予定道路

Ａ
市道金剛伏山1号線

市道川西半田線

各調査地点で 令和３年１０月２０日、令和5年5月10日に交通量調査を実施

■交通容量比（B・C地点）
通行可能な最大交通量に対する実際に通

行する交通量の割合のこと。1.0を超えれ
ば通行量が最大交通量を超え、処理できな
い交通量と評価される。
→B地点…ピーク1時間：0.226
→C地点…ピーク1時間：0.246

■交差点需要率（A地点）
交差点が車を捌く能力に対して、どの

程度需要があり、それが限界を超えてい
るのかどうかを評価するもの。0.9を超
えれば処理できない交通量と評価される。
→A地点…ピーク1時間：0.466

市道金剛伏山２号線

市道東茱萸木1号線

府道河内長野美原線

B

国道310号

C

４



Ａ 市道金剛伏山1号線

市道金剛伏山２号線

市道川西半田線

■A地点（寺池台小学校前交差点）の調査結果

ピーク1時間（8～9時）

現況 将来 増減

交通量
762台

（745台）
827台 +65台

交差点需要率 0.431 0.466 +0.035

調査結果
（R3年10月20日）
（R5年5月10日）

※（）内は2回目の調査結果であり、1日のうちで、最も交通量が多かった数
値。1回目の調査結果と同程度の交通量であったため、将来の交通量が大きく
変わることはない。

交差点需要率が0.9を下回っている為、交通処理が可能



市道金剛伏山1号線

市道川西半田線

Ｂ

ピーク1時間（1回目：8～9時、2回目：17～18時）

現況 将来 増減

交通量
396台

（340台）
478台 +82台

交通容量比 0.203 0.226 +0.023

■B地点（金剛伏山台２号公園前交差点）の調査結果

府道河内長野美原線

市道金剛伏山２号線

調査結果
（R3年10月20日）
（R5年5月10日）

交通容量比が1.0を超えていない為、交通処理が可能
５

※ （）内は2回目の調査結果であり、1日のうちで、最も交通量が多かった数
値。 1回目の調査結果を下回る交通量であったため、将来の交通量が大きく
増加することはない。



市道川西半田線

Ｃ

ピーク1時間（17～18時）

現況 将来 増減

交通量
241台

（236台）
322台 +81台

交通容量比 0.178 0.246 0.068

■C地点（金剛１２号踏切部交差点）の調査結果

市道金剛伏山２号線

府道河内長野美原線

市道金剛伏山1号線

調査結果
（R3年10月20日）
（R5年5月10日）

交通容量比が1.0を超えていない為、交通処理が可能

※（）内は2回目の調査結果であり、1日のうちで、最も交通量が多かった数
値。1回目の調査結果と同程度の交通量であったため、将来の交通量が大きく
変わることはない。



現状 改修計画案

3,500 1,500

A地点周辺の整備について

■A地点：寺池台小学校前交差点

６

寺池 寺池



■B地点：信号の設置について

B地点周辺の整備について

信号の設置について、富田林警察と協議
・既にB地点より北側に歩行者信号が設置されてい
ることから、信号機の設置については、現時点で
は必要ない。

・本計画による増加交通量を加味しても、信号機の
設置が必要となる交差点ではない。

→現時点では、交差点改修の必要性はないとの意見



■B地点：市道金剛伏山２号線の線形改修

開発完了後現状

開発完了後の道路線形
青：車道
オレンジ：歩道

７

現在の道路線形
青：車道



富田林市

大阪狭山市

金剛伏山台

伏山台小学校

計画地

C地点の周辺整備について

金剛１２号踏切の現況写真

問題点
・踏切の幅が狭い。
・朝に通勤する車と、伏山台小学校
へ通学する児童で混雑する。

■C地点：金剛12号踏切



〇南海電鉄
・鉄道会社としては、「平面交差する面積を増やさない。」との考え
・踏切に関する事業を行う際は、アンダーパス、オーバーブリッジ
という考え方が基本となるが、協議期間だけで数年が必要

・膨大な事業費が必要
〇大阪府（道路管理）
・府道河内長野美原線を踏切と直角となるように整備する必要
・グリーンベルトの整備を実施

今回の事業の中では断念

■C地点：金剛12号踏切の整備について

８



伏山台小学校通学路について（現状）

公園

：伏山台小学校校区

：現在の通学路

伏山台小学校

金剛12号踏切
現在、須賀西・伏山・伏山聖ケ丘方面からの
子供たちは当該踏切を渡って通学

計画地



伏山台小学校通学路について（開発完了後）

公園

：伏山台小学校校区

：整備後の通学路

金剛12号踏切
開発完了後、須賀西・伏山・伏山聖ケ丘方面からの

子供たちは踏切を渡らずに通学することが可能

伏山台小学校

計画地

９



伏山台小学校通学路について（開発完了後）

金剛12号踏切
開発完了後、須賀西・伏山・伏山聖ケ丘方面からの

子供たちは踏切を渡らずに通学することが可能

現状 開発完了後

金剛12号踏切
現在、須賀西・伏山・伏山聖ケ丘方面からの

子供たちは踏切を渡って通学



これまでの流れと今後の予定について

都市計画審議会 報告

原案の作成

令和５年２月１４日

大阪府意見照会・回答

都市計画法第１６条に基づく原案の公告・縦覧

利害関係者の意見書の提出

案の作成 大阪府知事協議・回答

都市計画法第１７条に基づく案の公告・縦覧
利害関係者・市民の意見書の提出

都市計画審議会 付議

都市計画決定

都市計画審議会 報告 令和５年8月２日

【意見なし】

令和５年５月２９日（公告）
（縦覧期間）
令和５年５月３０日～６月１２日

令和５年６月１９日まで

令和５年１１月（予定）

【意見なし】

【1回目】

【２回目】 ■市に直接寄せられた意見

・金剛伏山２号線は、歩道がな
く危険である。両側歩道とする
など改善ができないか。

→７ページの通り、地区計画区
域内は両側歩道、地区計画区域
外は片側歩道となる予定です。

・地区施設として、道路整備等
が行われるため、計画を進めて
ほしい。

１０建築条例改正


